
四日市市告示第１２９号 

四日市市意思疎通支援者に関する要綱を次のように定める。 

 令和２年３月２７日 

四日市市長  森 智 広 

 

   四日市市意思疎通支援者に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めるところにより市が実施する四日市市意思疎通支援者派遣

事業（以下「派遣事業」という。）に従事する四日市市手話通訳者及び四日市市要約筆

記者（以下「通訳者」という。）の任用、服務、報酬等に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

２ 通訳者の身分の取扱いについては、法令等に別段の定めがある場合を除くほか、この

要綱の定めるところによる。 

（職） 

第２条 通訳者は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１

号に規定する会計年度任用職員（パートタイム）に属する地方公務員とする。 

（職務内容） 

第３条 通訳者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項に規定する身体障

害者手帳の交付を受け、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、意思疎通を図る

ことに支障がある聴覚障害者等とその他の者の意思疎通ができるよう通訳を行うこと。 

(2) 前号に掲げるもののほか、意思疎通支援に関し市長が必要と認めたこと。 

（任用） 

第４条 通訳者は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、意思疎通支援の職務を

遂行するために必要な能力を有すると認められる者を、選考により任用する。 

(1) 手話通訳技能認定試験（平成元年厚生省告示第１０８号）の合格者 

(2) 手話通訳者全国統一試験の合格者 

(3) 三重県聴覚障害者協会等が実施する通訳者試験の合格者 

(4) 全国統一要約筆記者認定試験の合格者 

２ 通訳者の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。 

（勤務） 

第５条 通訳者は、健康福祉部障害福祉課長の指示に基づき派遣事業に従事するものとす

る。 



２ 通訳者が従事する派遣事業は、午前８時から午後１０時までの間に行われるものとし、

１日の従事時間は、連続して４時間を超えないものとする。ただし、職務の遂行上、や

むを得ない場合は、この限りでない。 

（通訳者証） 

第６条 市長は、通訳者に四日市市意思疎通支援者証（別記様式、以下通訳者証）を交付

する。 

２ 通訳者は、職務に従事するときは、通訳者証を携帯し、関係人から請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 

３ 通訳者は、通訳者証の記載事項に変更があったときは、直ちに訂正を受けなければな

らない。 

４ 通訳者は、職務を離職したときは、速やかに通訳者証を返還しなければならない。 

（報告） 

第７条 通訳者は、職務の終了後、速やかに職務の概要その他必要な事項を記録し、市長

に報告しなければならない。 

（報酬） 

第８条 通訳者の報酬は、別表の定めるところによる。 

（費用弁償） 

第９条 通訳者が第１１条に規定する健康診断を受診したときは、四日市市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年四日市市条例第２８号）第３２条の規

定により、費用弁償として旅費を支給する。派遣事業が遠隔地で行われる場合その他職

務の遂行上、旅費を支給することが相当と認められる場合も同様とする。 

（研修） 

第１０条 通訳者は、職務の遂行に必要な能力の発揮及び増進のため、研修を受けなけれ

ばならない。 

（健康診断） 

第１１条 市は、通訳者の健康保持を図り、もって派遣事業全体の健全な運営を確保する

ため、通訳者に対し、頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（健康福祉部障害福祉課） 



別表（第８条関係） 

 

項目 
基準 

金額 
手話通訳者 要約筆記者 

報酬 

申請者との待ち合わ

せ時間から通訳終了

時間までを基準時間

とする。 

（報酬には、交通費等

を含む） 

申請者との待ち合わせ

時間から撤収終了時間

までを基準時間とす

る。 

（報酬には、交通費等

を含む） 

１時間まで 4,000円 

１時間を超えた場

合、１５分毎 

500円 



別記様式（第６条関係） 

 

（表・手話通訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表・要約筆記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

四日市市意思疎通支援者証 №    

  

 氏名   

 

 上記の者は四日市市手話通訳者で 

あることを証明する。 

年 月 日 四日市市長 

注  意 

１．本証明書は、写真のないものは無効とする。 

２．本証明書は常時携帯し必要に応じ呈示すること。 

３．本証明書は他人に貸与、譲渡しないこと。 

４．本証明書を紛失した時は直ちに再交付を願い出ること。 

５．記載事項に変更があったときは直ちに訂正を受けること。 

６．退職その他不要になったときは返却すること。 

四日市市意思疎通支援者証 №    

  

 氏名   

 

 上記の者は四日市市要約筆記者で 

あることを証明する。 

年 月 日 四日市市長 


